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平成２０年８月２７日 

参 加 者 各位 

 

短 資 協 会 

 

 

短資取引約定確認システムの更改に係る移行 

措置、利用契約の扱い等に関するお知らせ 

 

短資取引約定確認システムの更改に関する諸作業の実施につきましては、種々ご協力を

賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、本年６月以降実施して参りました次期システムの各種試験につきましては、皆様にご

参加いただきながら順調に消化してきており、今後の予定（確定分）としましては、総合運転試

験（第２回：９月７日<日>）を残すのみとなりました。こうした状況を踏まえ、当方では現在、同試

験の準備作業と並行して、予定どおり本年１０月１４日（火）に次期システムを稼働開始させる

ための諸準備作業を実施しております。 

つきましては、次期システムに関する移行措置の基本方針、システム利用契約関連の取扱

いおよびその他のご連絡事項を下記のとおりお知らせ致しますので、内容をご確認のうえよろ

しくお取り計らい下さいますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．システム移行措置の基本方針 
 

 今次システム更改の移行作業は、事前移行（１０月３日<金>～１０日<金>）および最終移行

（１０月１１日<土>～１３日<月>）の２段階に分けて実施することとし、事前移行期間中の各営

業日においては、次期システムを本番運用に準じて稼働させ（ただし、原則として約定確認

データの処理は行いません）、最終移行作業を実施したうえ正式に本番稼働を開始する手

順とします。システム移行の内容、参加者様にご対応・ご留意いただきたい事項および止む

を得ず次期システムの稼働開始日を延期することとなった場合の取扱いは以下のとおりで

すので、予めご確認下さいますようお願いします。なお、移行期間中のお取扱いにつきまし

ては、別途移行措置の実施手順として取り纏め、９月中旪頃ご送付します。 
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(１) 事前移行（１０月３日<金>～１０日<金>） 

 

イ、事前移行を実施する理由 

次期システムにおいて事前移行を行う理由は以下のとおりです。なお、貴行・庫・社

（以下、総称して「貴社」といいます。）システムとの接続を行う参加者様において、事前

移行対応が不可能な場合には、予め短資協会へご連絡下さいますようお願いします。 

(イ) 次期システムは、日本銀行金融ネットワークシステム（以下、「日銀ネット」といいま

す。）の次世代ＲＴＧＳ対応のＣ／Ｏ（１０/１４<火>）に合わせて稼働を開始することとし

ます。日銀ネットにおいては、Ｃ／Ｏ直前の３連休（１０/１１<土>～１３<月>）に移行作

業が実施されることから、同作業との輻輳を避けるため、次期システムの移行作業を前

倒しすることとします。これにより、大方の参加者様は、Ｃ／Ｏ直前に次期システムの移

行作業を実施することなく、本番Ｃ／Ｏを迎えることができることになります。 

(ロ) 事前移行期間中は、次期システムを本番運用に準じて稼働させることにより、参加者

様における端末への各種登録内容の確認期間を確保することができます。 

(ハ) 本番稼働に先立ち、次期システムの安定稼働を見極めることが可能となります。 

 

ロ、事前移行期間中の参加者様ご対応事項 

１０/３（金）～１０（金）の各営業日においては、次期システムを稼働させます（オンライン

開局 8:30、閉局17:20）ので、この間に、次の点についてご留意のうえ、必要に応じて作

業を実施して下さいますようお願いします。ただし、期間中の休日（１０/４<土>、５<日>）

に参加者様へ実施をお願いする作業はありません。なお、後日移行措置の実施手順を

ご送付する際、参加者様における移行関連作業等の実施結果についてのご回答用紙を

同封しますので、ご回報方よろしくお願い申し上げます。 

(イ) 取引先等マスタ 

取引先等マスタについては、事前移行の直前までに確定した情報を、事前移行開

始日（１０/３<金>）におけるオンライン開始時のシステム環境へ反映させることとしま

す。従って、同日のシステム起動時には、マスタ情報の自動ダウンロードおよび同反

映処理が実行されます。その後取引先マスタの変更が生じた場合は、速やかに短資

協会へご連絡いただいたうえ、最終移行作業までの間にシステムへ反映させる扱い

とします。 

(ロ) 端末登録情報 

これまでの試験等を通じ、参加者様の端末へ登録していただいた情報は次のとお

りです。 

① 権限者ユーザＩＤのパスワード（権限者ユーザＩＤ自体は変更不可） 

② 担当者ユーザＩＤおよびパスワード 

③ 決済口座情報（非日銀当預先様のみ） 

④ 受信端末設定情報（複数端末設置先様のみ） 
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⑤ 通知帳票出力有無の設定情報（投資信託委託会社様のみ） 

このうち、①および②については、事前移行直前の登録内容を、次期システム・セ

ンタ（以下、「センタ」といいます。）において１０/３（金）のシステム環境へ引継ぐ対応

を行い、③から⑤については、端末内の情報がそのまま引継がれます。１０/３（金）

～１０（金）の間に、各登録内容について追加・変更・削除の必要が生じた場合は、

速やかに端末へ登録して下さい。 

 

ハ、事前移行期間中の次期システム運用 

(イ) センタからの一斉通知の送信 

前述のとおり、事前移行期間中の各営業日は、本番運用に準じて次期システムを

稼働させることとし、センタから所定の時刻（業務開始<8:30>、入閉塞<17:00>、出閉

塞<17:15>、業務終了<17:20>）に一斉通知を送信するほか、必要に応じて臨時の一

斉通知（ご連絡事項等）を送信することがありますので、毎営業日に次期システムの

起動および停止を行って下さいますようお願いします（ご都合によりシステム起動が

行われない場合は、一斉通知をご確認いただくことができません。）。 

(ロ) テストデータ送受信確認 

事前移行期間中、次期システムでは原則として約定確認データの送受信試験は

行いません。ただし、予め短資協会へ、移行結果の確認等のためテストデータ送受

信をご希望の旨お申し出いただいた場合は、個別に調整のうえ対応します。この場

合、他の実参加者様を取引の相手方としてテストデータ送受信を行うケースについ

ては、事前に関係先と調整して下さるようお願いします。 

 

(２) 最終移行（１０月１１日<土>～１３日<月>） 

 

最終移行では、センタにおいて取引先マスタ、権限者ユーザＩＤのパスワードならびに

担当者ユーザＩＤおよびパスワードの最新情報をＣ／Ｏ日（１０/１４<火>）のシステム環境

へ引継ぐための作業等を実施します。この間、最終移行作業として参加者様にご対応い

ただきたい事項は次のとおりですのでよろしくお願いします。 

 

イ、全参加者対象の接続確認（１０月１２日<日>15:00～18:00） 

(イ) 端末の最終接続確認 

 端末の最終接続確認を実施しますので、参加者様におかれましては、当該時間

帯に次期システムを起動し、適宜照会画面操作等を行うことにより正常にオンライン

接続ができることを確認して下さい。特に、直前に端末の移設や自社システムの接続

替えを実施される参加者様は、必ず確認を行って下さいますようお願いします。なお、

後日移行措置の実施手順をご送付する際、最終接続試験へのご参加可否に関するア

ンケート用紙をお送りさせていただきますので、ご回報方よろしくお願い申し上げます。 
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(ロ) テストデータ最終送受信確認 

原則として約定確認データの送受信試験は行いません。ただし、予め短資協会へ、

移行結果の最終確認等のためテストデータ送受信をご希望の旨お申し出いただい

た場合は、個別に調整のうえ対応します。この場合、他の実参加者様を取引の相手

方としてデータ送受信を行うケースについては、事前に関係先と調整して下さるよう

お願いします。 

 

ロ、Ｃ／Ｏ判定と参加者様へのご連絡（１０月１２日<日>２２：００まで） 

 上述イ、の確認作業終了後に、センタにおいて次期システム環境のセットアップ作業を

実施したうえ、Ｃ／Ｏ可否の判定を行います。ただし、次期システムは、前述のとおり日

銀ネットの稼働開始日と同日スタートとするため、日銀ネットのＣ／Ｏ判定結果（当日

22:00 までに公表される予定。）を待って最終決定を行い、その結果を、短資協会ホーム

ページ（ＵＲＬは後述３．（４）ご参照）に掲載するほか、一斉ＦＡＸにより送信させていただ

きます（ただし、現行システムにおいてお届けいただいている送信先宛とさせていただき

ます。）のでご確認下さい。なお、判定の結果、次期システムの稼働開始を延期すること

となった場合の取扱いは、後述(４)のとおりです。 

 

(３) 稼働開始日のシステム運用 

 

 予定どおり１０/１４（火）に次期システムの稼働を開始する場合、同日におけるシステム

の業務開始時刻については、通常時刻（８：３０）より早めることを検討しておりますが、現

時点では未確定につき、方針決定後お知らせします。業務開始時刻を早めることとなっ

た場合は、次期システムの正常稼働を早めにご確認いただくことが可能となりますが、短

資会社から約定確認データの送信を開始する時刻は通常時刻とします。また、同日のシ

ステム起動時に、マスタ情報の自動ダウンロードおよび同反映処理が実行されることがあ

ります。なお、翌１０/１５（水）以降は通常運用となります。 

 

(４) 次期システムの稼働開始を延期することとなった場合の取扱い 

 

 次期システムは、前述のとおり事前移行方式を採用することから、１０/１４（火）のＣ／Ｏ

を延期しなければならない事態が発生する可能性は極めて低い（万一、Ｃ／Ｏ日に問題

が発生した場合は、次期システム障害時の運用手順に基づき対応する方針。）と考えて

おりますが、日銀ネットのＣ／Ｏが延期されることとなった場合は、次期システムのＣ／Ｏ

を１１/２５（火）（日銀ネットのＣ／Ｏ予備日）に延期します。この場合は、現行システム環

境への戻し作業を行ったうえ、１０/１３（月）１０：００～１５：００に現行システムのオンライン

接続確認試験（接続確認は、現行システム・センタから参加者様端末あてＰｉｎｇ指令＜ネ

ットワーク疎通確認用パケット＞を送信する方法により行う予定。）を実施しますので、参

加者様には同時間帯に現行システム端末を接続して下さいますよう（格別の端末操作は
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不要です）、ご面倒をお掛けしますがよろしくお願いします。１０/１４（火）以降は現行シス

テムによる本番業務を継続しつつ、改めて次期システムのＣ／Ｏに向けた準備作業を実

施することとなりますが、取扱いの詳細につきましては、当該事態発生後速やかにご連絡

します。 

 

２．次期システムの利用契約書関連事項 

 

(1) 「短資取引約定確認システム利用契約書」（以下、「利用契約書」といいます。）の取扱い 

 

現在参加者様と短資協会の間で締結しております利用契約書は、予ねてお知らせしま

したとおり、次期システムにおいても継続適用する扱いとします。ただし、同契約書別表に

記載されている利用物件の数量が変更となる参加者様とは、当該別表の変更にかかる覚

書を取り交わすこととし、該当の参加者様には別途ご連絡のうえ、次期システムの運用開

始までに関係手続を取り進めさせていただくこととします。 

 

(2) 「短資取引約定確認システム利用要領」（以下、「利用要領」といいます。）の取扱い 

 

 現行利用契約書に基づき制定している利用要領につきましては、現行規程の基本構

成を踏襲しつつ、今次システム更改に伴う改訂事項等を織り込んだ全面改正版を作成の

うえ、「マニュアル集」（次の(3)ご参照）に収録してご送付します。 

 

(3) 「マニュアル集」の編纂替え 

 

これまで試験実施用としてご送付済の「端末操作マニュアル」等につきましては、確定

版を調製のうえ一括「マニュアル集」に編纂し、一部を除き９月中旪頃ご送付しますので、

次期システムの運用にご活用下さい。なお、現行システムのマニュアル類については、用

済み後廃棄して下さいますよう、お手数ながらよろしくお願い申し上げます。 
 

【「マニュアル集」の収録内容】 

① 利用要領（全面改正版） 

② 端末操作マニュアル 

・ 一般端末用 

・ 自動転送システム編(注１) 

③ その他手引き類 

・ メッセージ一覧 

・ 外部入出力の手引き 

・ 端末ＡＰ自動バージョンアップ手順書 

・ 端末ＡＰ自動バージョンアップ手順書（自動転送システム編）(注１) 

・ 利用者一覧（次期システムＣ／Ｏ日現在）(注２) 
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（注１） 貴社システムとの接続を行われる参加者様用です。 

（注２） 次期システム稼働開始後、速やかに送付させていただきます。 

 

３．その他ご連絡事項 

 

(１) 現行システム機器の撤去 

 

システム移行が完了し、用済みとなった現行システム機器につきましては、次期システ

ム稼働開始後できるだけ速やかに撤去することとしますが、当方における準備が整うまで

暫くの間は、お手数ながら参加者様において保管して下さいますようお願い申し上げま

す。撤去作業の実施手順については９月中旪頃お知らせしますが、撤去作業の実施に

当たっては、事前に各参加者様へ撤去時期等をご連絡のうえ、（株）エヌ・ティ・ティ・デー

タ（以下、「ＮＴＴＤ」といいます。）作業員が参加者様拠点へ出向いて作業を行うこととし、

端末内の情報については、記憶装置を物理的に破壊することにより消去します。なお、機

器の撤去に当たっては、機器（ＰＣ本体、ディスプレイ、キーボード等）の員数を確認させ

ていただきますので、予め貸与物件の内容に不足がないことをお確かめ下さいますよう

お願いします。 

 

(２) 次期システム稼働開始月（本年１０月。本番開始時期が延期となった場合は当該月）に

おける基本料金の考え方 

 

参加者様から短資協会へお支払いただくシステム利用料金のうち基本料金について

は、利用要領に基づき、端末台数等の月中最大数（設置後または撤去前）をもって計算

する扱いとなっていますが、次期システムの稼動開始月（本年１０月予定。開始月が延期

となった場合は当該月）における基本料金については、システム更改に伴う特別措置とし

て、次のとおり取扱うこととします。 

 

イ、 現行システム用端末を次期システム用端末へ更新する参加者様におきましては、更

新後の端末台数にかかわらず、現行システムの端末台数の月中最大数に基づき計算

する扱いとします。これは、予ねてお知らせしました「１０月末までの新端末の回線使用

料は短資会社負担とし、参加者様には現行端末の回線使用料のみをお支払いいただ

く」という扱いと同様に、「稼働開始月における基本料金は、現行システムの端末台数を

基準として計算した料金とする」という考え方に基づくものです。なお、当該基本料金は、

同月から翌年３月までの期間の利用料金に含め、４月初に一括ご請求させていただく

扱いとなります。 

 

ロ、 次期システムの稼働開始を機に新規加入される参加者様におきましては、利用要領

に則り、月中の端末設置台数に基づき基本料金を計算する扱いとします。利用料金の
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ご請求方法は、上述イ、と同じです。 

 

(３) 現行システムに係る回線の解約手続 

 

次期システムの稼働開始後は、現行システムの回線（ＩＮＳ回線、専用回線）が不要とな

りますので、解約手続を行う必要があります。ご承知のとおり、現行回線の利用に関する

契約は、参加様と（株）エヌ・ティ・ティ東日本または同西日本（以下。「ＮＴＴ」といいます。

ＮＴＴＤとは異なりますのでご注意下さい。）との間で締結されていることから、解約の場合

も参加者様とＮＴＴとの間で手続を実施してただく必要がありますので、ご面倒でも同社

あてご連絡下さいますようよろしくお願いします。また、回線解約日までは、参加者様にお

ける回線使用料のご負担があります（前回締め日の翌日から回線解約日までの使用料は

日割り計算され、後日ＮＴＴから請求されます。）ので、できるだけ速やかに手続を実施し

て下さることをお奨め致します。なお、解約手続を行っていただく場合の一助として、手続

関係資料を９月中旪頃ご送付します。 

 

(４) ご連絡事項等の短資協会ホームページへの掲載 

 

前述１．（２）ロ、に記載の短資協会ホームページのＵＲＬは次のとおりです。なお、今後、

緊急のご連絡が必要と考えられる場合は、他の方法によるご連絡と併せ、当ホームペー

ジにご連絡事項を掲載することがありますので、状況に応じて随時ご参照下さいますよう

よろしくお願い申し上げます。 

【短資協会ホームページのＵＲＬ】 

 http://www.tanshi-kyokai.com/ 

 

 

 

 

 短資協会 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町３－２－１５ 

ＮＢＦ日本橋室町センタービル５階 

短資協会 短資取引約定確認システム管理本部 

（電話） ０３－３２７９－０３３０（次期システム連絡用） 

（ＦＡＸ） ０３－３５１７－６３８７ 

（E-Mail） yakukaku@tanshi-kyokai.com 

以 上 


